
�金沢市告示第305号

結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第４項の規定により､ 次の指定医療機関から指定を辞退する旨の申し出

があったので､ 結核予防法施行令 (昭和26年政令第142号) 第２条の５第２項において準用する同条第１項の規定に

より告示します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

金沢市用水保全条例 (平成８年条例第７号) の規定に基づき､ 保全用水の指定の案及び当該保全用水ごとの用水保

全基準の案を作成したので､ 金沢市用水保全条例施行規則 (平成８年規則第６号) 第３条第１項及び第４条第１項の

規定により､ 次のとおり公告し､ 当該保全用水の指定の案及び当該保全用水ごとの用水保全基準の案を公衆の縦覧に

供します｡

なお､ 保全用水の指定の案及び当該保全用水ごとの用水保全基準の案に係る当該用水に接する土地､ 建物等の所有

者及び占有者並びに利害関係者は､ 平成17年12月２日までに､ これらの案について金沢市長に意見書を提出すること

ができます｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

１ 保全用水の名称及び区間
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２ 保全用水図

別図 (登載省略) のとおり

３ 用水保全基準となる事項とその内容

� 用水保全基準となる事項

ア 基本事項

イ 用水の景観に関する事項

ウ 開きょ化の促進に関する事項

エ 清流の確保に関する事項

オ 用水の利用に関する事項

カ その他

� 用水保全基準の内容

別紙 (登載省略) のとおり

４ 縦覧場所

金沢市都市政策局文化スポーツ部歴史建造物整備課 用水・惣構堀保全室

５ 縦覧期間

平成17年11月11日から同月25日まで
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

１ 予防接種の種類

インフルエンザ

２ 予防接種の対象者の範囲

� 65歳以上の者

� 60歳以上65歳未満の者であって､ 心臓､ じん臓､ 呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

障害を有する者として予防接種法施行規則 (昭和23年厚生省令第36号) 第２条の２に規定するもの

３ 予防接種を行う期間

平成17年10月21日から同年12月31日まで

ただし､ 平成17年12月21日から同月31日までに65歳になる者及び心臓､ じん臓､ 呼吸器の機能又はヒト免疫不全

ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として予防接種法施行規則第２条の２に規定するもののうち平成17年

12月21日から同月31日までに60歳になる者については､ 接種期間の終期を平成18年１月７日とする｡

４ 予防接種を行う場所

別表のとおり

５ 予防接種を受けることが適当でない者

� 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で､ 当該予防接種を行う必要がないと認められるもの

� 明らかな発熱を呈している者

� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

� 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状のみられた者

� 今までに免疫不全の診断がされている者

� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者

別表
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番号 用 水 名 区 間

１ 雀 谷 川
泉野町５丁目15番１先から弥生２丁目601番先まで及び弥生２丁目601番先から西泉１丁目62

番１先まで

２ 沼 田 川 野町３丁目677番先から野町４丁目272番先



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第６条第２項において準用する同条例第４

条第１項の規定により､ 次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例 (平成12年条例第11号) 第11条第１項の規定による

まちづくりに関する協定 (以下 ｢協定｣ という｡) を変更したので､ 同条第５項において準用する同条第４項の規定

により､ 次のとおり公告します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

１ 協定を締結した相手方

緑が丘地区住民等

２ 協定を変更した年月日

平成17年11月４日

３ 協定番号

11

４ 協定の名称

緑が丘地区まちづくり協定
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予防接種を行う
医 師 の 氏 名

予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

医 療 機 関 名 所 在 地

中川原 寿 俊
荒 井 邦 明

金沢刑務所 金沢市田上町公１番地

織 田 展 成
田 森 俊 一
林 久 男
武 田 仁 勇
小 林 淳 二
池 野 恒 久
岡 林 瑞 穂
富 田 嘉 昌
川 村 哲 朗
津 川 博 一
梶 波 康 二
神 田 享 勉
浅 野 正 充
上 西 博 章

浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83番地

島 村 浩 二 すずみが丘病院 金沢市もりの里３丁目76番地

岡 島 正 樹
鈴 木 薫
山 本 泰 弘

金沢聖霊総合病院 金沢市長町１丁目５番30号

朝 倉 英 策
笠 原 寿 郎
山 崎 雅 英
谷内江 昭 宏
笠 原 善 仁

金沢西病院 金沢市駅西本町６丁目15番41号

登録番号 名 称 住 所 変更登録年月日

49 株式会社 クリーンテックサービス 金沢市専光寺町レ４番地13 平成17年10月26日



５ 協定地区の区域

別図 (まちづくり協定区域図) のとおり

６ まちづくりに係るまちづくり計画の内容

��������	
����
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変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

まちづくり計画の対象となる区域の面積 約6.3ha 約6.4ha



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により､ 石川県から

金沢都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので､ 同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により､ 当該図書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成17年11月11日

金沢市長 山 出 保

�金沢市選挙管理委員会告示第82号

金沢市選挙管理委員会が選定すべき検察審査員候補者の予定者及び候補者の選定のくじを行う場所､ 日時及びくじ

の方法を次のとおり定めます｡

平成17年11月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
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都市計画の種類 都 市 計 画 を 変 更 し た 土 地 の 区 域 縦 覧 場 所

金 沢 都 市 計 画

臨 港 地 区
金沢市大野４丁目の一部

金 沢 市

都 市 整 備 局

都 市 計 画 課

開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市北町乙72番１から72番11まで 道路 金沢市北町乙72番４ 金沢市高畠３丁目204番地１

株式会社 ジョイントエステート

代表取締役 山崎 友喜男

金沢市畝田西４丁目68番19から68番23

まで

道路 金沢市畝田西４丁目68番19 金沢市泉野町１丁目９番９号

有限会社 中央土地建物

代表取締役 高澤 和浩

金沢市石引２丁目1201番１から1201番

４まで

道路 金沢市石引２丁目1201番４ 金沢市入江２丁目180番地

株式会社 土井

代表取締役 西谷 英季

金沢市富樫２丁目325番１及び325番２ 道路 金沢市富樫２丁目325番２ 金沢市泉が丘２丁目11番８号

丸岡 仁

選挙管理委員会告示

区 分 候 補 者 の 予 定 者 候 補 者

くじの場所 金沢市役所金沢市選挙管理委員会 金沢市役所金沢市選挙管理委員会

くじの日時
平成17年11月15日

午前９時30分から

平成18年１月５日

午前９時30分から

くじの方法 １ 衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿に登録され

ている者の総数を予定者の群別の数 (群別の数が異なる

ときは､ 最も多い数) で除して組に分ける｡ この場合に

おいて､ 端数の者を生じたときは､ 先順位の組から１人

ずつ割り当てる｡ 組に属する者に付ける選考番号は､ 組

の先順位の者を１号とし以下名簿登載順に番号を定める｡

１ 予定者のうちから検察審査員として

の欠格事由に当たる者を除き､ 予定者

名簿に登載されている順に番号を付け､

この番号に符合するくじを作り､ この

くじを引いて番号の符合する者を候補

者とする｡



�金沢市監査公表第27号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成17年11月11日

金沢市監査委員 山 形 紘 一

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 上 田 忠 信

金沢市監査委員 増 江 啓

１ 監査対象

� 湯涌地区上水道整備事業 上山ポンプ場 電気・機械整備工事

建設課

� 春日東長江線道路築造工事 (法面工事)

道路建設課

� 有松雨水凾渠築造工事１工区 (補助)

建設課
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２ 予定者の選定くじは､ 第１群から行う｡ このくじは､

０から９までの数字を付けた10本のくじで１位のけたか

ら始める｡

くじは､ 各組総当たりとするが総当たりとならなかっ

たときは､ ならなかった組について更にくじを行う｡

くじの結果の数が他の群の予定者を決定したときの数

と同じとき､ 又は選定番号に符合しないときは､ このく

じは無効とする｡

３ 予定者の群別の数が同じときは､ 上のくじの結果の数

と符合する選定番号をもつ者を予定者とし､ 異なるとき

は､ くじの結果の数と符合する選定番号をもつ者のうち

から候補者を選定する例 (欠格事由に当たる者を除く規

定を除く｡) により予定者を定める｡

２ 上のくじは､ 第１群から行う｡

監 査 公 表

工 事 場 所 請 負 業 者
(契約方法) 契 約 金 額 契約年月日 着工年月日 竣工(契約)

年 月 日 監査期間 実査年月日

上山町
申１番２
他１箇所

米沢電気工事㈱
(指名競争入札)

円

平成17年
３月23日

平成17年
３月24日

平成17年
８月31日

平成17年
５月６日

平成17年
８月22日

53,025,000 ～

(平成17年８月31日) 平成17年
９月15日

平成17年
10月25日

工 事 場 所 請 負 業 者
(契約方法) 契 約 金 額 契約年月日 着工年月日 竣工(契約)

年 月 日 監査期間 実査年月日

鳴和町地内

日 本 海 ・ 駒 津
特 定 建 設 工 事
共 同 企 業 体

( )公募型指名
競 争 入 札

円

平成16年
９月17日

平成16年
９月17日

平成17年
８月31日

平成16年
11月１日

平成17年
２月７日

420,000,000 ～

(平成17年８月31日) 平成17年
９月16日

平成17年
10月25日



２ 監査を執行した監査委員

山形紘一､ 中島秀雄､ 上田忠信､ 増江啓､ 澤飯英樹､ 出石輝夫､ 近藤義昭

以下､ 監査委員の退任及び就任は次のとおりである｡

・澤飯英樹､ 出石輝夫は平成17年３月24日に退任し､ 代わって同月25日に上田忠信､ 増江啓が就任した｡

・近藤義昭は平成17年３月31日に退任し､ 代わって同年４月１日に山形紘一が就任した｡

３ 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに､ 施工状況を実地監査した｡

４ 監査の結果

� 設計に関する事項

設計及び設計内容については､ 適正と認められた｡

� 施工に関する事項

施工､ 施工管理及び検査については､ 適正に執行されていた｡

� 事務手続に関する事項

契約等の事務手続については､ 適正に執行されていた｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市監査公表第28号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第７項の規定により実施した財政援助団体等監査の結果に関する報告

を次のとおり決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成17年11月11日

金沢市監査委員 山 形 紘 一

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 上 田 忠 信

金沢市監査委員 増 江 啓

１ 監査対象の団体名､ 所在地及び所管局課

２ 監査を執行した監査委員

山形紘一､ 中島秀雄､ 上田忠信､ 増江啓

３ 監査の範囲

平成16年度の出納その他の事務 (ただし､ 必要と認められた平成15年度の事務を含む｡)

４ 監査の期間

平成17年８月19日から同年10月25日まで

５ 監査の方法

出資団体の事業の運営が出資目的に沿って行われているか､ 補助金等を受けている団体の当該補助金等に係る収

支の会計経理が適正かどうか又は公の施設の管理委託を受けている団体の当該管理委託に係る事務が適正かどうか

を主眼として､ あらかじめ必要があると認められる監査資料の提出を求め､ 事業の実施状況､ 経営成績､ 財政状態

及び経理状況並びに財産の管理及び運用状況についての精査を行うとともに､ 関係帳票の照合､ 通査及び関係職員

からの説明聴取により､ 出納その他の事務について行った｡

主な監査資料
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工 事 場 所 請 負 業 者
(契約方法) 契 約 金 額 契約年月日 着工年月日 竣工(契約)

年 月 日 監査期間 実査年月日

有松３､ ４､
５丁目地内

㈱ 明 翫 組

( )公募型指名
競 争 入 札

円

平成16年
10月７日

平成16年
10月８日

平成17年
８月31日

平成16年
12月１日

平成17年
６月20日

130,754,400 ～

(平成17年８月31日) 平成17年
９月22日

平成17年
10月25日

団 体 名 所 在 地 所 管 局 課

社団法人 金沢職人大学校 金沢市大和町１番１号 都市政策局文化スポーツ部歴史建造物整備課

緑を育て金沢を美しくする会 金沢市広坂１丁目１番１号 都市整備局緑と花の課



６ 監査の結果等

監査対象団体の監査の概要は､ 次のとおりである｡

社団法人 金沢職人大学校

１ 金沢職人大学校の概要

� 設立目的

社団法人 金沢職人大学校は､ 金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承及び保存並びに人材の育成を行うと

ともに､ 資料の収集､ 調査及び公開を図ることにより､ 文化財の修復等を通じ､ 匠の技への高い社会的評価と職

人の地位向上､ さらには伝統文化に対する一般の理解と関心を深めることを目的とし､ 平成８年８月19日に石川

県知事の許可を受けて設立された｡

� 本市との関係

ア 基本金の出資等

本市は､ 社団の設立に際して､ 基本財産1,000万円の全額を出資している｡

イ 補助金の交付

本市は､ 金沢職人大学校運営事業補助金として､ 講座開設などの自主事業費及び管理費に対して､ 16年度は

商業振興課から52,914,648円を交付している｡

ウ 公の施設の管理委託

本市は､ 16年度まで金沢職人大学校設置条例の規定に基づき､ 金沢職人大学校実習棟及び金沢職人大学校長

町研修塾の管理を委託しており､ 16年度は7,303,209円を支出している｡

なお､ 17年度からは指定管理者制度に移行している｡

２ 事業の実施状況

平成16年度の事業の実施状況は､ 次のとおりである｡
(単位：円)

平成17年(2005年)11月11日 第 2500 号 金 沢 市 公 報

― 8―

社団法人 金沢職人大学校 総勘定元帳､ 現金出納帳､ 収入支出予算整理簿補助簿､ 普通預金通帳､ 収入伝票､

支払伝票､ 振替伝票､ 財務諸表､ 支出負担行為伺書､ 定款､ 処務規程､ 財務規程

緑を育て金沢を美しくする会 現金出納簿､ 収入支出予算差引簿､ 普通預金通帳､ 歳入調定簿兼収入原簿､ 支出

負担行為伺書兼支出命令書､ 会則､ 事務局規程､ 財務会計規程

区 分 内 容 事 業 費

事
業

受
託 施設管理受託事業 ・実習棟､ 長町研修塾の維持管理 7,392,459

自

主

事

業

職 員 費 ・人件費 (４人) 23,000,883

講 座 開 設

・本科 (９科)

石工科 (５人) 41回開催､ 瓦 科 (５人) 38回開催

左官科 (５人) 34回開催､ 造園科 (５人) 40回開催

大工科 (10人) 51回開催､ 畳 科 (５人) 37回開催

建具科 (５人) 42回開催､ 板金科 (５人) 32回開催

表具科 (５人) 29回開催

・修復専攻科 (33人) 49回開催

23,929,447

子どもマイスター
スクール開設事業 ・小学生 (14人) 17回開催 1,705,339

職人道具収集事業 ・歴史的な職人の道具､ 文献の収集 27,090

加賀宝生普及事業 ・職人への加賀宝生普及 (10人) 20回開催 1,151,750

公開講座開設費
・市民公開講座

９講座開催 (受講者88人)
1,744,734

研究会助成事業 ・歴史的建造物修復研究会助成 (５団体) 699,000

管 理 費 ・管理運営 1,097,299

合 計 60,748,001



３ 収支状況

平成16年度の収支状況を前年度と比べると､ 次のとおりである｡
(単位：円)

４ 財政状態

平成16年度の財政状態を前年度と比べると､ 次のとおりである｡
(単位：円)

５ 補助金の交付状況

平成16年度における補助金の交付状況は､ 次のとおりである｡
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科 目 平成16年度 平成15年度 増 減

収入の部

基 本 財 産 運 用 収 入

会 費 収 入

受 託 事 業 収 入

施 設 管 理 受 託 事 業

子どもマイスタースクール開設事業

東 山 町 屋 再 生 事 業

補 助 金 等 収 入

雑 収 入

当 期 収 入 合 計 Ａ�

前 期 繰 越 収 支 差 額

収 入 合 計 Ｂ�

2,005

300,000

7,303,209

7,303,209

－

－

52,914,648

228,139

60,748,001

－

60,748,001

－

300,000

54,713,014

7,281,696

2,491,318

44,940,000

49,674,772

189,770

104,877,556

－

104,877,556

2,005

0

△ 47,409,805

21,513

△ 2,491,318

△ 44,940,000

3,239,876

38,369

△ 44,129,555

0

△ 44,129,555

支出の部

受 託 事 業 費

自 主 事 業 費

職 員 費

事 業 費

特 別 事 業 費

管 理 費

予 備 費

当 期 支 出 合 計 Ｃ�

7,392,459

52,258,243

23,000,883

23,929,447

5,327,913

1,097,299

－

60,748,001

54,749,014

48,944,410

20,375,134

24,636,412

3,932,864

1,184,132

－

104,877,556

△ 47,356,555

3,313,833

2,625,749

△ 706,965

1,395,049

△ 86,833

0

△ 44,129,555

当 期 収 支 差 額 Ａ�－Ｃ� 0 0 0

次 期 繰 越 収 支 差 額 Ｂ�－Ｃ� 0 0 0

科 目 平成16年度 平成15年度 増 減 科 目 平成16年度 平成15年度 増 減

(資産の部)

１ 流動資産

� 現金預金

� 未収金

２ 固定資産

基本財産

� 定期預金

4,810,859

4,810,859

－

10,000,000

10,000,000

10,000,000

20,595,135

9,255,135

11,340,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

△ 15,784,276

△ 4,444,276

△ 11,340,000

0

0

0

(負債の部)

１ 流動負債

� 未払金

� 預り金

4,810,859

3,993,805

817,054

20,595,135

19,860,624

734,511

△ 15,784,276

△ 15,866,819

82,543

負 債 合 計 4,810,859 20,595,135 △ 15,784,276

(正味財産の部)

１ 正味財産

� うち基本金

� うち当期正
味財産増減額

10,000,000

(10,000,000)

(0)

10,000,000

(10,000,000)

(0)

0

(0)

(0)

正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0

資 産 合 計 14,810,859 30,595,135 △ 15,784,276 負 債 及 び
正味財産合計 14,810,859 30,595,135 △ 15,784,276



(単位：円)

６ 公の施設の管理状況

� 施設の概要

� 管理体制

ア 金沢職人大学校実習棟

事務局職員４名が中心となり､ 金沢市民芸術村施設職員９名の協力を得て管理している｡

イ 金沢職人大学校長町研修塾

社団法人金沢シルバー人材センターに委託している｡ (毎日１名)

� 利用状況

ア 金沢職人大学校実習棟

講座や公開講座等で使用するほか､ 修復専攻科修了生が組織する歴史的建造物修復研究会や業種組合の研修

等に利用されている｡

平成16年度の利用状況は､ 次のとおりである｡

イ 金沢職人大学校長町研修塾

本科の講座で使用するほか､ 施設内の和室・茶室は茶会等に使用されている｡ また､ 付属する庭園について

は､ 一般に公開されている｡

平成16年度の利用状況は､ 次のとおりである｡

７ 監査の結果

金沢職人大学校の運営は､ 出資目的に沿って行われ､ 補助金等に係る収支の会計経理は適正に行われており､ 公

の施設の管理委託に係る事務についてもおおむね適正に行われているものと認められた｡

なお､ 次の改善すべき事項を適正に処理されたい｡

� 社団法人 金沢職人大学校
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名 称 補助対象経費 補助金交付額

金沢職人大学校運営事業補助 53,355,542 52,914,648

施 設 名 施設の所在地 構 造 等

金 沢 職 人 大 学 校 実 習 棟 金沢市大和町１番１号

・実習棟

鉄骨造２階建 延床面積 1,228.63㎡

・教材倉庫

木造一部２階建 延床面積 79.32㎡

金沢職人大学校長町研修塾 金沢市長町１丁目３番７号

・研修塾

木造２階建 延床面積 194.85㎡

・茶室

木造平家建 延床面積 19.16㎡

区 分
施 設

講 座
(本 科)

講 座
(修復専攻科) 公開講座等 そ の 他 合 計

金 沢 職 人 大 学 校 実 習 棟
回 回 回 回 回

246 18 29 194 487

区 分

施 設

和 室 ・ 茶 室 庭 園

講 座
(本 科) 市 民 等 計 講 座

(本 科)
市 民 ・
観光客等

金沢職人大学校長町研修塾

回 回 回 回

1 16 17 3

人 人 人 人 人

51 136 187 23 28,216



金沢職人大学校設置条例施行規則に定められている申請者からの使用申請書が保存されておらず､ また､ 申請

者への使用承認書が交付されていないので､ 同規則及び施設管理委託契約に従った事務を行う必要がある｡

� 都市政策局文化スポーツ部歴史建造物整備課

公の施設である職人大学校が適切に管理運営がなされるよう､ 今後､ 指定管理者に対する指導監督を適宜行う

必要がある｡

８ 監査結果に添える意見

金沢職人大学校長町研修塾については､ 公の施設として条例上明確に位置づけ､ 市民や観光客等に広く利用され

るよう管理運営を工夫することが望まれる｡

また､ 自主事業として実施している市民公開講座については､ 財源が全て市補助金で賄われていることもあり､

市事業との衡平の観点から､ 参加者から実費の一部を徴収するなど実施方法を見直しすることが望まれる｡

緑を育て金沢を美しくする会

１ 緑を育て金沢を美しくする会の概要

� 設立及び目的

緑を育て金沢を美しくする会は､ 市民の緑化意識を高め､ 市民総ぐるみで緑と花のまちづくりにつとめるとと

もに､ 公徳心を涵養して､ 金沢を清潔で美しいまちにする運動を推進することを目的とし､ 昭和49年11月18日に

設立された｡

� 本市との関係

補助金の交付

本市は､ 緑のまちづくりの推進に関する条例第27条の規定に基づき､ 緑を育て金沢を美しくする会補助として､

事業費 (啓発費､ 花いっぱい事業費､ 緑化推進コミュニティ事業費) 及び事務局費等に対して､ 16年度は緑と花

の課から8,000,000円を交付している｡

２ 事業の実施状況

平成16年度の事業の実施状況は､ 次のとおりである｡
(単位：円)
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区 分 内 容 事 業 費

事

業

費

啓 発 費

・指導員推進員費

指導員61人､ 推進員1,529人

・研修活動費

研修視察 (国営吉野ヶ里歴史公園)

・功労者表彰費

４団体､ ８個人を表彰

・広報活動費

｢明るいかなざわ｣､ ｢金沢物語2005カレンダー｣､ ｢緑を育て金沢を

美しくする運動｣ の発行

・花いっぱい啓発費

写生会の開催 (バラ園写生会､ 卯辰山花菖蒲園写生会､ 緑の写生会

参加人員971人)

2,224,433

花いっぱい事業費

・緑の教室費

緑の相談広場 (７回)､ 夜間園芸講座 (５回) の開催

・花いっぱい運動費

小中学校花づくり実習 (参加15校)

・地域花苗生産費

ＪＡ花苗奉仕生産 (100団体に配布)

地域花苗生産 (３モデル地区)

・モデル地区補助事業費

花と緑のまちなみモデル地区への花苗､ 用土､ 肥料等の配布 (27地

区)

4,080,256



３ 収支状況

平成16年度の収支状況を前年度と比べると､ 次のとおりである｡
(単位：円)

４ 補助金の交付状況

平成16年度における補助金の交付状況は､ 次のとおりである｡
(単位：円)

５ 監査の結果

緑を育て金沢を美しくする会の事業の実施状況等については､ おおむね適正に執行されているものと認められた｡

なお､ 次の改善すべき事項を適正に処理されたい｡

� 緑を育て金沢を美しくする会

事務局規程及び財務会計規程について､ 事務局長の専決事項､ 経費の支出及び予算の流用に関する事務手続き

等の規定に一部不備があるので､ 改善する必要がある｡

� 都市整備局緑と花の課

緑を育て金沢を美しくする会の財務会計事務がより適切なものとなるよう､ 指導する必要がある｡
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緑 化 推 進

コミュニティ事業費

・ふれあい花壇事業費

モデル地区等ふれあい花壇花苗の配布
2,866,059

事 務 局 費 168,734

合 計 9,339,482

科 目 平成16年度 平成15年度 増 減

収入の部

市 補 助 金

交 付 金

雑 入

当 期 収 入 合 計 Ａ�

前 期 繰 越 収 支 差 額

収 入 合 計 Ｂ�

8,000,000

1,200,000

140,032

9,340,032

4,353

9,344,385

8,000,000

1,200,000

115,035

9,315,035

6,515

9,321,550

0

0

24,997

24,997

△ 2,162

22,835

支出の部

事 業 費

啓 発 費

花 い っ ぱ い 事 業 費

緑 化 推 進 コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業 費

事 務 局 費

当 期 支 出 合 計 Ｃ�

9,170,748

2,224,433

4,080,256

2,866,059

168,734

9,339,482

9,089,057

2,177,192

3,566,019

3,345,846

228,140

9,317,197

81,691

47,241

514,237

△ 479,787

△ 59,406

22,285

当 期 収 支 差 額 Ａ�－Ｃ� 550 △ 2,162 2,712

次 期 繰 越 収 支 差 額 Ｂ�－Ｃ� 4,903 4,353 550

名 称 補助対象経費 補助金交付額

緑を育て金沢を美しくする会補助 9,344,385 8,000,000
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